
令和３年度 松浪地区まちぢから協議会 第６回 運営委員会 次第 

日時 令和３年９月１５日（水）  

場所 松浪コミニティセンター ホール１・２ 

※開催中止（資料のみ松浪地区会議（9/11）で配布）

１ 開会（前田会長） 

２ 議事 

（１）松浪地区会議について 

(２) その他

３ 防災対策部会からの進捗報告 

４ 自治会長部会からの進捗報告 

５ 市民安全部会からの進捗報告 

６ 自治会館の管理運営について 

７ 松浪コミュニティセンター・子どもの家「なみっこ」の管理運営について 

８ 松浪コミカフェ管理運営について 

９ 松浪まちぢから協議会ＨＰの現状報告 

１０ 会計からの報告 

１１ 各団体からの報告・共有 

(１) 松浪地区社会福祉協議会

(２) 松浪地区民生委員児童委員協議会

（３）松浪地区老人クラブ連合会 

(４) 松浪地区地域包括支援センターさざなみ

(５) 松浪地区体育振興会
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(６) 松浪地区スポーツ少年団

(７) 汐見台小学校区青少年育成推進協議会

(８) 緑が浜小学校区青少年育成推進協議会

(９) 松浪小学校区青少年育成推進協議会

(１０) 汐見台小学校ＰＴＡ

(１１) 緑が浜小学校ＰＧＴ

(１２) 松浪小学校ＰＴＡ

(１３) 松浪中学校ＰＴＡ

(１４) 食生活改善推進団体

(１５) 浜竹一丁目自治会

(１６) 浜竹二丁目自治会

(１７) 浜竹三丁目自治会

(１８) 浜竹四丁目自治会

(１９) 松浪一丁目自治会

(２０) 松浪二丁目自治会

(２１) 富士見町自治会

(２２) LG富士見町自治会

(２３) 常盤町自治会

(２４) 緑が浜自治会

(２５) 汐見台自治会

(２６) 出口町自治会
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(２７) ひばりが丘自治会

(２８) 美住町自治会

（２９）公募委員

１２ まちぢから協議会連絡会 

１３ スケジュールについて 

総会資料事業計画等資料を参照 

１４ 閉会 

次回運営委員会：令和３年１０月２０日（水） 
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感震ブレーカー等設置費補助金制度について 

 

１．申請状況について 

令和３年８月３１日時点の申請状況は、下表の通りです。現時点で当初予算額（３，

０００基程度を想定）に達していないため、追加申請が可能です。申請期間は令和４年

１月３１日までとしておりますが、先着順で予算がなくなり次第、申請の受付が終了と

なりますので、お気を付けください。 

 

地 区 申 請 数 
H26～現在 

累計設置率(%) 

茅 ヶ 崎 ０ １５．６ 

茅ヶ崎南 ２１０ ２８．８ 

海 岸 １４７ ５５．２ 

南 湖 ２１ ８．０ 

湘 南 １７ ６．９ 

鶴 嶺 東 ２１１ １４．０ 

鶴 嶺 西 ０ １．８ 

松 林 ６０ １２．３ 

小 和 田 ６ ０．５ 

松 浪 ２３ １３．９ 

浜 須 賀 ６ ３０．４ 

湘 北 １４３ １１．７ 

小 出 ４ ４．３ 

合 計 ８４６ １６．４ 

 

２．実績報告について 

 実績報告の提出期限は、令和４年２月２８日となっています。 

設置まで完了しましたら「実績報告書・領収書・名簿表」の提出をお願いいたします。 

令和２年９月８日 

まちぢから協議会連絡会 資料２ 

都市部 都市政策課 
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（案） 

 

令和３年９月日  

 

 自治会長 各位 

 

 茅ヶ崎市長 佐藤 光  

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

ごみ有料化に関する説明会の実施について（ご案内） 

 

 新涼の候、皆さまにおかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また、ごみ有料化の

導入にあたっては、これまでの意見交換会の実施やチラシの配布など多大なるご理解とご協力を賜り、改め

まして厚くお礼申し上げます。 

 さて、来年 4月 1日からのごみ有料化導入を控える中で、制度周知の一環として、ごみ有料化に関する説

明会実施の協力をお願いしたくご案内差し上げる次第です。 

 つきましては、次のとおり担当職員を派遣いたします。ごみ有料化につきましては、今月に発行するチラ

シのほか、今後発行するガイドブック（仮称）やホームページなどで都度お知らせしてまいりますが、説明

会にご興味のある自治会様におかれましては、お電話等にてお申込みくださるようお願い申し上げます。 

 

 １ 期 間 緊急事態宣言解除後から令和 4年 2月 28日㈪ 

 ２ 日 時 期間中のご希望の日時をご連絡ください。 

        ※ 平日の夜間や土日（夜間も含めて）にも実施可能です。 

        ※ 同一の日時で複数の自治会様よりご希望があった場合には、実施日時を調整させてい

ただく場合がございますので、あらかじめご協力ください。 

        ※ 緊急事態宣言が発令されている間は、説明会を実施することはできません。既にお申

込みされている場合には、実施の延期にご協力ください。 

 ３ 対 象 貴自治会に加入されている皆さま 

 ４ 場 所 貴自治会にてご用意をお願いします。 

 ５ 内 容 ⑴ ごみ有料化について 

        ⑵ 質疑応答 

         ※ 新型コロナウイルス感染症防止対策として、説明会は 1時間程度（説明 30分＋質疑

応答 30分）とさせていただきます。 

 ６ 注意事項 新型コロナウイルス感染症防止対策にご協力ください。（裏面参照） 

 

 

問い合わせ先 

 茅ヶ崎市環境部資源循環課資源循環担当 

 ［住 所］茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号 

 ［電 話］0467-82-1111（内線 1221～3）［F A X］0467-57-8388 

 ［E-mail］shigen@city.chigasaki.kanagawa.jp 

令和３年９月８日 

まちぢから協議会連絡会 資料３ 

環境部 資源循環課 
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（案） 

 

 

説明会実施にあたって、新型コロナウイルス感染症防止のため、説明会に伺う職員も対策を講じてまいり

ますが、自治会様におかれましても、次の項目の実施についてご協力くださるようお願い申し上げます。 

ご不便をおかけいたしますが、ご理解ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

① 実施時間の短縮にご協力ください。 

② 説明会参加者が密集しない（ソーシャルディスタンスが確保できる）会場をご用意ください。 

③ 定期的に換気を実施することができる会場をご用意ください。 

④ 説明会参加者用のアルコール消毒液を資源循環課で用意します。会場入口へのアルコール消毒液

の設置にご協力ください。 

⑤ 次のことを参加者にあらかじめお知らせください。 

・具合の悪い方の参加はご遠慮ください。 

・過去 2週間以内に発熱や感冒症状で受診や服薬等をした方の参加はご遠慮ください。 

・会場入口に設置したアルコールで手指を消毒した上で入場してください。 

・会場内は常時マスクを着用してください。 

・会場内での会話や飲食（水分補給を除く）はできるだけお控えください。 

・説明会参加者の中から具合の悪い方が発生した場合は、直ちに説明会を中止させていただきま

す。 

・説明会参加者の中で感染者が発生した場合、参加者は保健所などの聞き取りに協力していただく

こと、また、濃厚接触者となった場合は、接触してから 2週間を目安に自宅待機の要請が行われ

る可能性があります。 

⑥ 説明会当日は、会場入口の常時開放と窓の定期的な開放にご協力ください。 

⑦ 説明会参加者の中で感染者が発生した場合、保健所の指示の下、他の参加者に対して連絡をとり症

状の確認をするなど調査にご協力ください。 

・ 
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                                令和３年８月 31 日  

 

 かながわコミュニティ再生・活性化推進会議構成員 様 

 

                    かながわコミュニティ再生・活性化推進会議  

                              課題別ワーキング座長  

 

 

「コミュニティ再生・活性化モデル事業（第２期）」にかかる提案取組の 

実施を希望するコミュニティ関係団体等の募集について（照会） 

 

県政の推進につきましては、日頃より格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、先般、市町村の皆様に地域のコミュニティ活動の状況についてヒアリングをさせて

いただいたところ、新型コロナウイルス感染症の影響により、「地域活動が停滞しており、つ

ながりが希薄化している」「デジタルツールの活用促進に向けて支援が必要」など様々な課題

が発生していることがわかりました。 

そこで、県では、こうした現下の課題に対応するため、感染拡大を防ぎつつコミュニティ

活動を後押しする様々な取組みに協力可能な事業者（以下「協力事業者」という。）を募集（※

１）したところ、８月１日時点で別紙１「提案一覧」のとおり８団体から提案がありました。 

つきましては、「提案一覧」の取組の実施を希望するコミュニティ関係団体等（行政、自治

会、スポーツ・観光・福祉・子育て等に関わる団体等）を募集しますので、お忙しいところ

申し訳ありませんが、別紙２「申込票」に必要事項を御記入のうえ、９月 30 日（木）正午（※

２）までに御提出くださるようお願いします。 

なお、現在、感染が拡大している状況でございますので、可能な限りオンラインで対応し

たいと考えていますが、そうした対応が難しい場合は、感染状況を見極めた上で希望団体と

時期を含めて検討させていただきます。御理解賜りますようお願いいたします。 

 

※１ モデル事業の協力事業者については、令和３年６月 15 日（火）から令和３年 12月 24

日（金）まで募集しています。 

今後追加がありましたら、随時、県から情報提供いたします。 

※２ 回答期限は、令和３年９月 30 日（木）正午とさせていただきますが、以降も随時受け

付けます。 
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【留意事項】 

１ 一つの提案取組に対し、コミュニティ関係団体等から多数の希望があった場合 

実施時期については、協力事業者と相談のうえ決定いたします。 

  また、募集は随時受け付けますが、コミュニティ関係団体等から多数の希望があっ

た場合には、早期に申込みがあり実施可能な団体を優先的に、また協力事業者の希望

を伺いながら実施先を決定いたします。場合によっては、実施を見送る団体がある可

能性もございますので、御了承ください。 

 

２ モデル事業の費用について 

原則、協力事業者側で負担（講師やアドバイザーの人件費、移動費等を想定）いた

します。ただし、モデル事業実施に必要な会場（机やイスを含む）等については、希

望団体側で御準備くださいますようお願いいたします。 

  それ以外に必要な備品や費用については、協力事業者と希望団体が協議のうえ決定

することといたします。 

 

３ コミュニティ再生・活性化モデル事業（第２期）の流れについて 

「別紙３」のとおり予定しています。 

 

 

 

 

 

問合せ先（事務局） 

神奈川県政策局いのち・未来戦略本部室 

コミュニティ活性化グループ 北林、廣石 

電 話 (045)285-0711（直通） 

ﾌｧｸｼﾐﾘ (045)210-8865 
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